
別添３         いじめ重大事態発生時の対応の流れ  

   丹波市立久下小学校 

児童・保護者等 久下小学校 丹波市教育委員会 丹波市等 

 

 

【重大事態】 

Ⅰ生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑い

があると認めるとき 

Ⅱ相当の期間学校を欠席することを余儀なくされて

いる疑いがあると認めるとき 

※児童や保護者からいじめにより重大事態に至った

という申し立てがあった時は、重大事態として捉

える必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ対応チーム 

いじめ対応プロジェクトチーム 

（いじめ対応支援チーム含む） 

児童・保護者 

経過報告

対応を説明 

報告 

判 断 

否重大事態と判断、校内対応 

指示 

重大事態と判断 

調査主体の判断 

学校が調査主体となる場合 

 

 
いじめ対応チーム会議 

・事実関係等の調査等 

・情報の整理、共有 

・プレス対応  

市教委が調査主体となる場合 

 

 
丹波市いじめ問題 

専門委員会 

・事実関係等の調査等 

・プレス対応  

児童・保護者 

市教委経由で市長報告 

報告 

人的支援 

指導 

 

情報提供 

調査結果・対応結果 児童・保護者 

事実関係の説明等 

教育委員会 

市長 

報告 

再調査組織設立 

市長判断 

再調査 

市長 

議会 

報告 

報告 

報告 

 申立 

指導助言 

警察等関係機関 連携 

警察 
報告 

指導助言 

拡大組織編成 


